
�
明
代
皇
帝
が
琉
球
王
国
に
贈
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
器
の
類
似
品
、
明
代
初

め
の
龍
泉
窯
「
青
瓷
拱
花
折
枝
花
果
罐
」
�
琉
球
国
王
を
冊
封
す
る
た
め

に
、
１
７
５
６
年
に
派
遣
さ
れ
た
冊
封
使
・
全
魁
の
秘
書
を
務
め
た
王
文
治

の
代
表
作
の
一
つ
、
１
７
９
８
年
の
清
王
文
治
行
書
七
言
聯
軸
（
以
上
故
宮

博
物
院
提
供
）

炭
火
で
丁
寧
に
焼
か
れ
る
ウ
ナ
ギ
＝
�
日
、
浦
添
市

内
間
の
炭
火
焼
う
な
ぎ
竹
田
（
喜
瀨
守
昭
撮
影
）

　
○
…
大
阪
・
天
神
祭
が
�
日
か
ら

始
ま
る
の
を
前
に
、
女
性
だ
け
で
担

ぐ
「
ギ
ャ
ル
み
こ
し
」
が
�
日
、
大

阪
市
北
区
の
商
店
街
な
ど
を
練
り
歩

い
た
。

　
○
…
法
被
姿
の
女
性
が
２
基
の
み
こ
し
を
担

ぎ
「
わ
っ
し
ょ
い
、
わ
っ
し
ょ
い
」
と
活
気
あ

る
声
を
響
か
せ
た
。

　
○
…
担
ぎ
手
は
応
募
者
１
４
６
人
か
ら
選
ば

れ
た
�
～
�
歳

の
�
人
。
初
め

て
参
加
し
た
大

阪
府
枚
方
市
の

会
社
員
西
川
な

な
ほ
さ
ん
（�
）

は
「
す
ご
く
重

い
け
ど
周
囲
の

人
が
励
ま
し
て

く
れ
る
の
で
頑

張
れ
る
。
最
高

で
す
」
と
笑
顔

を
見
せ
た
。

　
故
宮
か
ら
の
展
示
品
は
、

琉
球
王
国
時
代
の
文
献
資
料

や
書
道
と
絵
画
、
器
な
ど
。

明
代
皇
帝
が
琉
球
王
国
に
贈

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
器
の
類

似
品
の
ほ
か
、
琉
球
国
王
を

冊
封
す
る
た
め
に
、
１
７
５

６
年
に
派
遣
さ
れ
た
冊
封
使

・
全
魁
の
秘
書
を
務
め
た
王

文
治
の
代
表
作
な
ど
も
展
示

さ
れ
る
予
定
。

　
展
示
件
数
は
計
１
５
２
件

で
そ
の
う
ち
故
宮
は
�
件
、

台
湾
ほ
か
の
公
的
施
設
か
ら

�
件
、
海
外
か
ら
�
件
（
日

本
国
宝
３
件
、
沖
縄
県
指
定

文
化
財
６
件
、
浦
添
市
指
定

文
化
財
５
件
な
ど
）
。

　
同
展
は
「
流
動
」
を
テ
ー

マ
に
展
開
し
、
そ
の
う
ち
①

地
理
と
民
風
②
海
上
の
琉
球

と
東
ア
ジ
ア
の
世
界
③
物
の

で
ん

ぱ

流
通
と
芸
術
の
伝
播
｜
の
３

部
門
を
設
け
る
。

　
「
地
理
と
民
風
」
で
は
�

～
�
世
紀
の
手
書
き
琉
球
地

図
の
展
示
を
通
じ
て
、
琉
球

王
国
統
治
下
の
地
理
形
勢
を

理
解
す
る
。
王
国
時
代
の
貴

族
や
庶
民
の
生
活
の
一
部
も

う
か
が
え
る
と
い
う
。

　
「
海
上
の
琉
球
と
東
ア
ジ

ア
の
世
界
」
で
は
、
琉
球
と

中
国
や
日
本
と
の
往
来
を
つ

づ
っ
た
文
献
資
料
な
ど
を
公

開
す
る
。
「
物
の
流
通
と
芸

術
の
伝
播
」
で
は
琉
球
王
国

と
近
隣
地
域
と
の
交
流
に
よ

る
文
化
へ
の
影
響
を
探
る
。

　
故
宮
の
担
当
者
は
「
展
示

会
を
通
し
て
、
台
湾
の
人
々

が
よ
り
一
層
琉
球
王
国
の
歴

史
・
文
化
を
理
解
し
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
“
一
衣
帯

水
”
の
隣
近
所
の
沖
縄
の
こ

と
も
よ
り
知
っ
て
も
ら
い
た

い
」
と
期
待
し
た
。

び
ょ
う

ぶ

　
琉
球
交
易
港
図
屏
風
１
点

と
琉
球
漆
器
４
点
を
故
宮
博

物
院
に
貸
し
出
す
浦
添
市
美

術
館
の
学
芸
員
で
、
琉
球
漆

芸
専
門
家
の
金
城
聡
子
さ
ん

は
「
琉
球
漆
器
の
名
品
展
示

を
通
し
て
、
（
台
湾
と
琉
球

の
）
交
流
の
歴
史
を
身
近
に

感
じ
て
ほ
し
い
」
と
コ
メ
ン

ト
し
た
。

（
呉
俐
君
）

　�日午後５時ごろ、宮古島市平良

久貝の市道で、宮古空港方面から伊

良部島向けに走行中の車と、横断歩

道を自転車に乗って横断中の小学男

児（�）、男子中学生（�）が接触した。

小学男児は転倒して足に擦過傷のけ

がを負った。中学生にけがはないと

いう。宮古島署によると、車を運転

していた男性は車を止めて運転席か

ら窓越しに「大丈夫？」などと声を

掛けた後、走り去ったという。帰宅

した中学生から話を聞いた保護者か

ら１１０番通報があり発覚した。車は

白色系統の普通乗用車とみられ、宮

古島署はひき逃げ事件とみて行方を

追っている。県警交通指導課は「万

が一事故を起こした場合は必ず止ま

ってけが人の救助や警察への通報を

徹底してほしい」と呼びかけている。

　
那
覇
署
は
�
日
、
浦
添
市

内
の
ヘ
ア
サ
ロ
ン
店
に
侵
入

し
、
能
登
半
島
地
震
被
災
者

支
援
の
義
援
金
約
４
万
円
が

入
っ
た
募
金
箱
の
ほ
か
現
金

約
２
万
円
を
盗
ん
だ
と
し

て
、
建
造
物
侵
入
と
窃
盗

（
出
店
荒
し
）
の
容
疑
で
住

所
不
定
無
職
の
上
原
聖
也
容

疑
者
（�
）を
再
逮
捕
し
た
。

容
疑
を
否
認
し
て
い
る
と
い

う
。
同
容
疑
者
は
那
覇
市
内

の
飲
食
店
に
侵
入
し
現
金
約

４
万
円
を
窃
取
し
た
と
し
て

２
日
、
同
容
疑
で
逮
捕
さ
れ

て
い
る
。

　
再
逮
捕
容
疑
は
２
月
�
日

午
前
２
時
�
分
ご
ろ
か
ら
同

３
時
�
分
ご
ろ
に
か
け
、
浦

添
市
の
理
髪
店
に
侵
入
し
現

金
な
ど
を
窃
取
し
た
疑
い
。

　
那
覇
署
に
よ
る
と
、
上
原

容
疑
者
は
営
業
時
間
後
に
無

人
と
な
っ
た
ヘ
ア
サ
ロ
ン
の

ガ
ラ
ス
戸
を
割
っ
て
店
内
に

侵
入
し
、
レ
ジ
な
ど
を
物
色

し
た
上
、
募
金
箱
な
ど
を
盗

ん
で
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
同
署
は
事

件
の
経
緯
を
詳
し
く
調
べ
て

い
る
。

　
県
警
は
�
日
、
同
日
予
定

さ
れ
て
い
た
鎌
谷
陽
之
本
部

長
ら
県
警
幹
部
と
報
道
陣
に

よ
る
定
例
記
者
懇
談
会
に
つ

い
て
、
開
始
約
�
分
前
に
中

止
を
発
表
し
た
。

　
記
者
対
象
の
懇
談
会
は
１

９
７
４
年
か
ら
原
則
毎
月
開

催
さ
れ
て
い
て
、
開
始
直
前

で
の
中
止
の
判
断
は
異
例
。

設
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
と
異
な

る
、
米
兵
に
よ
る
性
的
暴
行

事
件
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を

鎌
谷
本
部
長
に
求
め
る
動
き

が
記
者
の
間
に
見
受
け
ら
れ

た
こ
と
が
判
断
理
由
と
み
ら

れ
る
。

　
懇
談
会
で
は
、
女
性
警
察

官
の
採
用
や
水
難
事
故
防
止

対
策
に
つ
い
て
県
警
側
か
ら

報
告
が
あ
り
、
そ
の
後
質
疑

応
答
の
時
間
が
設
け
ら
れ
る

予
定
だ
っ
た
。

　
那
覇
署
は
�
日
、
那
覇
市

内
で
会
社
役
員
男
性
（�
）に

「
投
資
に
失
敗
し
た
。
建
て

替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
」
な
ど
と
う
そ
を
つ
い
て

現
金
１
５
０
万
円
を
だ
ま
し

取
っ
た
と
し
て
、
住
所
不
定

無
職
の
寄
川
大
地
（�
）と
飲

食
店
従
業
員
の
原
島
卓
弥

（�
）＝
那
覇
市
＝
の
両
容
疑

者
を
逮
捕
し
た
。
那
覇
署
は

捜
査
に
支
障
が
あ
る
と
し

て
、
認
否
を
明
ら
か
に
し
て

い
な
い
。

　
那
覇
署
に
よ
る
と
、
原
島

容
疑
者
が
知
人
の
被
害
男
性

を
寄
川
容
疑
者
に
紹
介
し
た

と
み
ら
れ
る
。
両
容
疑
者
は

那
覇
市
内
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
駐
車
場
で
男
性
に

嘘
を
つ
い
て
金
の
立
て
替
え

を
求
め
、
同
市
の
民
家
敷
地

内
で
現
金
を
受
け
取
っ
た
と

い
う
。

　
そ
の
後
、
金
の
返
済
が
な

く
詐
欺
を
疑
っ
た
男
性
か
ら

同
署
に
相
談
が
あ
っ
た
。
署

は
事
件
の
経
緯
を
詳
し
く
調

べ
て
い
る
。 う

し

　
�
日
は
「
土
用
丑
の
日
」
。
こ
の

日
に
ウ
ナ
ギ
料
理
を
食
べ
る
と
、
厳

し
い
夏
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
浦
添
市
内
間
の
炭
火

焼
う
な
ぎ
竹
田
で
は
、
前
日
か
ら
仕

ち
ゅ
う

ぼ
う

込
み
に
追
わ
れ
、
厨
房
に
香
ば
し
い

匂
い
が
立
ち
込
め
て
い
た
。

　
土
用
丑
の
日
は
通
常
の
�
倍
の
客

が
来
店
す
る
と
い
い
、
午
後
４
時
閉

店
を
午
後
９
時
ま
で
延
長
し
て
備
え

る
。
オ
ー
ナ
ー
の
竹
田
和
弘
さ
ん

（�
）は
「
（
こ
の
時
期
は
）
ス
タ
ミ

ナ
を
つ
け
に
食
べ
に
来
る
人
が
い

る
。
お
客
さ
ん
の
お
い
し
い
と
い
う

笑
顔
が
見
た
い
」
と
来
客
を
心
待
ち

に
し
な
が
ら
、
ウ
ナ
ギ
を
焼
い
て
い

た
。

（
中
村
優
希
）

　
堀
井
学
衆
院
議
員
（�
）＝

自
民
離
党
、
比
例
北
海
道
＝

側
が
、
地
元
・
北
海
道
９
区

内
の
有
権
者
に
香
典
を
提
供

し
た
と
さ
れ
る
公
選
法
違
反

事
件
で
、
持
参
す
る
秘
書
の

名
前
を
香
典
に
記
し
て
は
ど

う
か
と
事
務
所
内
で
提
案
さ

れ
た
の
に
対
し
、
堀
井
氏
が

自
分
の
名
を
記
す
よ
う
指
示

し
た
疑
い
が
あ
る
こ
と
が
�

日
、
関
係
者
へ
の
取
材
で
分

か
っ
た
。
堀
井
氏
が
違
法
性

を
懸
念
す
る
秘
書
ら
を
「
大

丈
夫
だ
か
ら
安
心
し
て
持
っ

て
い
き
な
さ
い
」
と
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
（
ラ
イ
ン
）
で
説
得
し
て

い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
判

明
し
た
。

　
台
湾
の
故
宮
博
物
院
（
嘉
義
県

の
南
院
）
で
特
別
展
「
万
国
津
梁

：
東
ア
ジ
ア
海
上
の
琉
球
」
が
開

催
さ
れ
る
。
台
湾
で
初
め
て
数
百

年
の
「
琉
球
王
国
」
の
歴
史
・
文

化
を
展
示
す
る
こ
と
と
な
り
、
同

展
の
海
外
顧
問
を
担
当
す
る
名
桜

大
学
の
赤
嶺
守
教
授
に
展
示
会
の

見
ど
こ
ろ
や
開
催
の
意
義
な
ど
を

聞
い
た
。

（
呉
俐
君
）

　
　
　
◇
　
　
　
　
　
◇

　
戦
後
の
国
共
内
戦
に
伴
い
、
中

国
本
土
か
ら
多
く
の
貴
重
な
文
物

が
運
び
出
さ
れ
、
台
北
の
故
宮
博

物
院
や
中
央
研
究
院
・
国
家
図
書

館
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
中
に
は
琉
球

王
国
関
連
の
文
物
も

多
く
含
ま
れ
て
い

る
。
今
回
、
故
宮
博

物
院
（
南
院
）
で
開

催
さ
れ
る
琉
球
王
国
展
で
は
、
日

本
側
か
ら
の
出
品
以
外
に
、
そ
う

し
た
台
湾
が
収
蔵
す
る
普
段
公
開

さ
れ
な
い
秘
蔵
品
も
多
く
展
示
さ

れ
る
。

　
台
湾
大
学
図
書
館
が
収
蔵
す
る

台
北
帝
国
大
学
時
代
に
筆
写
収
集

さ
れ
た
、
日
本
国
内
に
は
現
存
し

な
い
王
府
が
作
成
し
た
外
交
文
書

「
歴
代
宝
案
」
や
那
覇
の
行
政
文

書
の
「
親
見
世
日
記
」
、
冊
封
使

の
応
接
に
関
わ
る
「
冠
船
日

記
」
、
そ
し
て
「
琉
球
國
新
建
儒

學
碑
記
」
（
１
７
１
９
年
）
な
ど

石
碑
の
拓
本
も
展
示
さ
れ
る
。

　
毎
年
多
く
の
観
光
客
が
沖
縄
を

訪
れ
沖
縄
に
対
す
る
関
心
が
高

く
、
琉
球
王
国
関
連
の
貴
重
な
文

物
を
多
く
収
蔵
し
て
い
る
台
湾
だ

か
ら
こ
そ
開
催
し
得
る
王
国
展
だ

と
言
え
る
。

（
中
琉
関
係
史
）

　
相
次
ぐ
米
兵
性
的
暴
行
事

件
を
受
け
、
在
日
米
軍
が
再

発
防
止
策
の
一
環
と
し
て
打

ち
出
し
た
米
側
と
県
警
に
よ

る
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
の
提
案

は
、
県
警
に
周
知
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
提
案
に
つ
い
て

米
兵
や
軍
属
が
関
わ
る
事
件

捜
査
を
担
っ
た
歴
代
の
県
警

幹
部
か
ら
は
「
国
の
主
権
に

関
わ
る
問
題
だ
」
な
ど
と
異

論
が
上
が
っ
た
。
日
米
地
位

協
定
の
規
定
に
よ
る
米
兵
の

身
柄
引
き
渡
し
の
問
題
も
懸

念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
過
去

の
県
議
会
で
も
、
県
警
本
部

長
が
「
容
認
し
て
い
な
い
」

と
の
答
弁
を
繰
り
返
し
て
い

た
。

（
１
面
に
関
連
）

　
「主
権
国
家
と
し
て
到
底

認
め
ら
れ
な
い
」
。在
日
米
軍

が
提
案
し
た
合
同
パ
ト
ロ
ー

ル
に
つ
い
て
、
拒
否
感
を
示

し
た
の
は
、
２
０
０
０
年
代

に
捜
査
一
課
長
を
務
め
た
元

幹
部
だ
。
危
惧
す
る
の
は
、

憲
兵
隊
（
Ｍ
Ｐ
）
と
合
同
パ

ト
ロ
ー
ル
時
に
米
兵
や
米
軍

属
を
共
同
逮
捕
す
る
こ
と
に

な
っ
た
場
合
の
対
応
だ
。

　
日
米
地
位
協
定
に
基
づ

き
、
Ｍ
Ｐ
に
容
疑
者
の
身
柄

が
引
き
渡
さ
れ
、
原
則
と
し

て
起
訴
ま
で
米
軍
側
が
身
柄

を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
元
幹
部
は
「
基
地
外
で
の

米
軍
の
警
察
権
行
使
に
つ
な

が
る
。
大
き
な
問
題
だ
」
と

憤
る
。
元
刑
事
部
長
の
一
人

も
「県
民
感
情
を
逆
な
で
す

る
も
の
だ
」
と
警
戒
感
を
隠

さ
な
い
。
米
軍
側
か
ら
の
合

同
パ
ト
ロ
ー
ル
の
提
案
は
、

米
兵
の
事
件
・
事
故
が
起
こ

る
度
に
あ
っ
た
が
、
「県
内
の

治
安
確
保
は
県
警
の
責
務
だ

と
し
て
つ
っ
ぱ
ね
続
け
て
き

た
」
と
振
り
返
る
。
別
の
刑

事
部
長
経
験
者
は
、
沖
縄
の

日
本
復
帰
前
に
は
合
同
パ
ト

ロ
ー
ル
が
慣
例
化
し
て
い
た

と
し
、
「
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル

を
認
め
れ
ば
復
帰
前
に
逆
戻

り
だ
」
と
反
発
す
る
。

　
過
去
の
県
議
会
で
も
日
米

当
局
の
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
が

議
題
に
上
が
っ
た
。

　
２
０
０
８
年
の
２
月
定
例

会
で
は
、
得
津
八
郎
県
警
本

部
長
（当
時
）
が
、
米
軍
基
地

外
の
治
安
確
保
は
県
警
の
責

務
だ
と
指
摘
し
、米
兵
・軍
属

を
共
同
逮
捕
し
た
場
合
の
身

柄
引
き
渡
し
の
問
題
を
踏
ま

え
て
「容
認
し
て
い
な
い
」と

答
弁
。
村
田
隆
県
警
本
部
長

（同
）は
、�
年
２
月
定
例
会
、

�
年
�
月
定
例
会
で
同
様
に

答
弁
し
、
「共
同
実
施
は
現
状

で
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な

い
」
と
の
認
識
を
明
確
に
し

て
い
た
。

（
安
里
洋
輔
）

＜６５１６＞

　
台
湾
の
故
宮
博
物
院
（
蕭
宗
煌
院
長
）
は
９
月
７
日
～
�
月
１
日
、
嘉
義
県
の
南
院

で
特
別
展
「
万
国
津
梁
：
東
ア
ジ
ア
海
上
の
琉
球
」
を
開
催
す
る
。
同
院
が
所
蔵
す
る

明
清
時
代
の
琉
球
王
国
関
係
の
文
献
や
文
物
の
ほ
か
、
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
や

東
京
国
立
博
物
館
な
ど
か
ら
も
代
表
的
な
収
蔵
品
を
出
品
す
る
予
定
。
台
湾
に
お
い
て

初
め
て
数
百
年
の
「
琉
球
王
国
」
の
歴
史
・
文
化
を
展
示
す
る
。

（２３） 社 会 １版 ２０２４年（令和６年）７ 月２４日 水曜日 第３種郵便物認可


